
 

 

＜報道発表資料＞ 

 

令和７年４月４日 

京都市北区役所地域力推進室まちづくり担当 

 

北区制７０周年記念事業 

令和７年度北区民まちづくり提案支援事業の募集 
 

北区役所では、「北区基本計画～“つながり”の力で進めるまちづくり～」において、 

「豊かな自然の恵みと伝統ある文化の中で、人々がお互いに支え合い、活力を持っていきい

きと暮らすまち」をまちの将来像として掲げています。 

その将来像の実現に向け、まちの活性化や課題解決、魅力向上につながる区民の皆様の自

主的なまちづくり活動を公募し、その活動を経費・広報面において支援する「北区民まちづ

くり提案支援事業」を実施しています。 

この度、令和７年度の事業を募集しますので、お知らせします。 

 

１ 募集・補助内容 

部門名・枠 募集内容 補助率 
補助上限額 

（※３） 

連続補助 

年限（※４） 

まちづくり 

応援部門 

一般枠 

北区基本計画（※１）に掲げ

る１０のライフステージ等ご

との「アクション１～３」（※

２）のいずれかを実践する活動 

対象経費の 

５０％  

３０万円 

（３年目のみ 

２５万円） 

３箇年 

子育て 

推進枠 

北区基本計画に掲げる１０

のライフステージ等の内、「子

ども世代」又は「子育てする人」

の「アクション１～３」のいず

れかを実践する活動 

対象経費の 

６０％  

１５万円 

（３年目のみ 

１０万円） 

まちづくりステップア

ップ部門 

過去に北区民まちづくり提

案支援事業（まちづくり応援

部門一般枠に該当）に採択さ

れた事業のうち、参加者や担

い手を増やす仕組みなどを講

じ、内容の充実を目指す活動 

対象経費の 

５０％ 
１０万円 ２箇年 



 

（※１）北区基本計画は北区役所ホームページ（https://www.city.kyoto.lg.jp/kita/）で 

御確認いただけます。 

（※２）北区基本計画に掲げる１０のライフステージ等ごとの「アクション」 

 

ラ イ フ ス テ ー ジ 等 アクション１～３から抜粋 

子ども世代 
公園などを活用しながら、地域と子どもが関わることができる機会を

つくります 

若者世代 若者のアイデアを地域で共有し、実践する機会をつくります 

働き世代 
これまでに培われてきた多様な経験やスキルをまちづくりや社会貢献

につなげる仕組みをつくります 

高齢世代 1 
地域活動に関する豊富な知識や経験を次世代に伝える機会をつくりま

す 

高齢世代 2 
住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようサポートを充実し

ます 

大学生 
地域との交流により、大学生にまちへの愛着を感じてもらえる機会を

つくります 

子 育 て す る 人 
子育てなどの悩みを共有できる機会や、持続可能なまちについて考え

る機会をつくります 

北 部 山 間 地

に暮らす人 

地域外の人と関わりながら、改めて地域の良さを実感してもらえる機

会をつくります 

障 害 の あ る 人 障害のある人と出会う機会をつくります 

外 国 か ら 来 た 人 
北区での滞在や暮らしを快適で豊かにするためのネットワークづくり

を進めます 

（※３）いずれの部門についても、学生による無償ボランティアがあった場合は、５万円

を上限として１人あたり 1 時間５００円で計算した額を補助上限額まで上乗せするこ

とができます。 

（※４）年度毎に申請書一式を提出し、審査・採択される必要があります。 

 

２ 対象事業 

令和７年４月１日（火）～令和８年３月３１日（火）までに、区内で実施されるもの 

※ただし、申請時までに事業が完了するものは対象外です。 

※「まちづくりステップアップ部門」は、過去に北区民まちづくり提案支援事業に採

択された事業が対象です。 

 

 

 



 

３ 対象団体   

 ➀ 北区民（北区に通勤・通学をしている方等を含む）を中心に構成される団体 

 ➁ 学生を中心に構成されるグループ 

※いずれも、法人格の有無は問いません。 

 

４ 応募方法 

    北区役所ホームページで公開する申請書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を添

付して、募集期間内に、北区役所地域力推進室まで原則、メールでお送りください。 

※応募前に必ず申請に係る事前相談（日時を予約のうえ、御来庁ください）をお願い

します。 

 

５ 募集期間 

  令和７年４月９日（水）～５月２１日（水） 

＜事前相談受付（※）＞ 

令和７年４月９日（水）～５月１６日（金） 

 

 （※）北区民まちづくり提案支援事業事例報告・説明会の開催について 

   ５月８日（木）に開催予定の同イベントに御参加いただき、令和７年度の活動・ 

申請内容をお話いただいた団体様の事前相談は不要とします。 

＜北区民まちづくり提案支援事業事例報告・説明会＞ 

● 日時 令和７年５月８日(木) 午後５時３０分～（受付：午後５時００分） 

● 場所 大谷大学 響流館 １階 地域連携室 

（〒603-8143 京都府京都市北区小山上総町）※駐車場はございません。 

● 対象 令和６年度北区民まちづくり提案支援事業採択団体、令和７年度に 

申請を希望する団体（上記「３ 対象団体」と同様） 

● 定員 ２０名（先着順） ※学生は定員なし 

● 参加費 無料 

● 申込 令和７年５月２日(金)までに、北区役所地域力推進室まちづくり担当

に電話（０７５－４３２－１２０８）又はメール（kita-ku@city.kyoto.lg.jp） 

でお申込みください。 

 

６ 選考方法 

（１）まちづくり応援部門 

   ６月２８日（土）に開催予定の審査会で、原則、申請団体からプレゼンテーション

いただき審査を行う予定です。申請者には、審査結果を７月上旬頃にお知らせする予

定です。 



 

（２）まちづくりステップアップ部門 

   ６月２８日（土）に開催予定の審査会で、書類審査を行う予定です。申請者には、

審査結果を７月上旬頃にお知らせする予定です。 

 

７ 応募・事前相談、問合せ先 

   北区役所地域力推進室まちづくり担当 

   〒603－8511 京都市北区紫野東御所田町３３－１ 

   電話 ０７５-４３２－１２０８ FAX ０７５-４４１－３２８２  

メールアドレス kita-ku@city.kyoto.lg.jp 

   （受付時間 午前９時～午後５時（土日祝を除く）） 


